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発　　　　行
高　　知　　県
高 知 市 丸 ノ 内
一丁目 2番 20 号
発　行　日
毎 週 2 回

（火曜日・金曜日）

1

目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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規 則

高知県旅券法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の施行

の日を定める規則をここに公布する。

平成26年 1月28日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 2号

高知県旅券法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例

の施行の日を定める規則

高知県旅券法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例（平成

25年高知県条例第81号）附則第 1項の規定に基づき、同条例の施

行の日は、平成26年 3月20日とする。

肥料取締法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年 1月28日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 3号

肥料取締法施行細則の一部を改正する規則

肥料取締法施行細則（昭和25年高知県規則第57号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

高知県肥料取締法施行細則

第 1条中「以下「省令」」を「第 3条において「省令」」に、「必要な」を「、必要な」に改め

る。

第 4条第 2項中「、又は」を「又は」に改める。

第 5条第 3項中「知事の」を「知事が」に改め、同条第 4項中「必要があるとき」を「必要があ

ると認めるとき」に、「聴くことがある」を「聴くことができる」に改め、同条第 5項中「許可な

くして」を「許可を受けずに」に改める。

別表中

普　　通　　肥　　料

普通肥料

5　動物由来たん白質（飼料及び

飼料添加物の成分規格等に関す

る省令（昭和51年農林省令第35

号）別表第 1の 1の( 1 )のケ、

コ又はサに定めるほ乳動物由来

たん白質、家きん由来たん白質

又は魚介類由来たん白質をい

う。）が原料として使用された

普通肥料

5　動物由来たん白質（飼料及び

飼料添加物の成分規格等に関す

る省令（昭和51年農林省令第35

号）別表第 1の 2の( 1 )のア、

イ又はウに定めるほ乳動物由来

たん白質、家きん由来たん白質

又は魚介類由来たん白質をい

「

「

「

「

を

に、

を

」

」

」

表　　　示　　　事　　　項

表示事項

この肥料には、動物由来たん白質が入っていま

すから、家畜等の口に入らないところで保管・使

用してください。

この肥料には、動物由来たん白質が入っていま

すから、家畜等の口に入らないところで保管・使

用してください。
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に改める。

別記様式中「平成」を「（元号）」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

う。以下同じ。）が原料として

使用された普通肥料（ 6に掲げ

るものを除く。）

6　牛由来の原料を原料として生

産された肉骨粉又は当該肉骨粉

を原料として生産された普通肥

料

」

この肥料には、牛由来たん白質が入っています

から、家畜等の口に入らないところで保管・使用

し、家畜等に与えたり、牧草地等に施用したりし

ないでください。

告 示

高知県告示第33号

森林法（昭和26年法律第249号）第 5 条第 1 項の規定により嶺

北仁淀地域森林計画を平成25年12月26日に定めたので、同法第 6

条第 6項の規定により次のとおり公表する。

平成26年 1月28日

高知県知事　尾﨑　正直

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部森づくり推進課に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第34号

森林法（昭和26年法律第249号）第 5 条第 5 項の規定に基づき

平成25年 2月高知県告示第69号で告示した安芸地域森林計画を平

成25年12月26日に変更したので、同法第 6条第 6項の規定により

次のとおり公表する。

平成26年 1月28日

高知県知事　尾﨑　正直

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部森づくり推進課に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第35号

森林法（昭和26年法律第249号）第 5 条第 5 項の規定に基づき

平成25年 2月高知県告示第70号で告示した四万十川地域森林計画

を平成25年12月26日に変更したので、同法第 6条第 6項の規定に

より次のとおり公表する。

平成26年 1月28日

高知県知事　尾﨑　正直

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部森づくり推進課に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第36号

森林法（昭和26年法律第249号）第 5 条第 5 項の規定に基づき

平成25年 2月高知県告示第71号で告示した高知地域森林計画を平

成25年12月26日に変更したので、同法第 6条第 6項の規定により

次のとおり公表する。

平成26年 1月28日

高知県知事　尾﨑　正直

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部森づくり推進課に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第37号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

その関係図面は、平成26年 1月28日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県中央東土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成26年 1月28日

高知県知事　尾﨑　正直
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1　道路の種類　県道

2　路　線　名　宮ノ口深渕

3　道路の区域

公 告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7号）第10条第 1項の

規定により、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったの

で、同条第 2項の規定により次のとおり公告する。

なお、関係書類は、平成26年 1月16日から 2月間高知県文化生

活部県民生活・男女共同参画課において縦覧に供する。

平成26年 1月16日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

41年法律第126号）第 6 条第 1 項の規定により、橘浦入会林野整

備組合が行う橘浦入会林野整備計画は、適当と決定したので、次

のとおり関係書類を公衆の縦覧に供する。

平成26年 1月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　縦覧に供する書類

橘浦入会林野整備計画書の写し

2　縦覧期間

平成26年 1月28日から同年 2月27日まで

3　縦覧場所

高知県林業振興・環境部森づくり推進課及び大月町役場

港湾法（昭和25年法律第218号）第56条の 4 第 2 項の規定に基

づき、所有者不明の工作物又は船舶その他の物件（以下「工作物

等」という。）の措置を次のとおり行う。

平成26年 1月28日

高知港港湾管理者　　　　　　

高知県知事　尾﨑　正直

1　工作物等の放置されている場所、名称又は種類、形状及び数

量

高知市弘化台　弘化台 7号臨港道路

屋台 1台（商号不明）

2　所有者の行うべき措置

工作物等の所有者は、この公告の日から起算して14日以内に

高知港港湾管理者の指示に従い、当該工作物等を撤去しなけれ

ばならない。

3　港湾管理者の措置

高知港港湾管理者は、所有者が 2の措置を行わないときは、

他に命じて当該工作物等を撤去させ、港湾法第56条の 4第 3項

の規定により、当該工作物等を保管するものとする。

なお、保管後に所有者が判明した場合は、同条第 8項の規定

により、当該所有者に当該工作物等の撤去及び保管に要した費

用を請求するものとする。

落 札 公 告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号）第11条及び高知県特定調達契約事

務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125号）第 8 条の規定によ

り、次のとおり落札者等について公告する。

平成26年 1月28日

高知県警察本部長　小林　良樹

1　随意契約に係る購入物品の名称及び数量

高知東警察署（仮称）初度調達物品　一式

2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県警察本部警務部会計課　高知市丸ノ内二丁目 4－30

3　随意契約の相手方を決定した日

平成25年11月25日

4　随意契約の相手方の氏名及び住所

有限会社内田文昌堂　高知市本町一丁目 3番21号

5 　随意契約に係る契約金額

37,999,500円

6 　契約の相手方を決定した手続

随意契約

7　随意契約によることとした理由

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の 2 第 1

項第 8号に該当するため

そ の 他

平成25年11月10日に実施した平成25年度行政書士試験の合格者

は、次のとおりである。

平成26年 1月28日

一般財団法人行政書士試験研究センター理事長　磯部　　力

受験番号

 7  7  1  0  0  0  2 

 7  7  1  0  0  1  2 

 7  7  1  0  0  2  3 

 7  7  1  0  0  5  9 

 7  7  1  0  0  7  1 

 7  7  1  0  0  7  4 

 7  7  1  0  0  7  5 

 7  7  1  0  0  8  6 

 7  7  1  0  0  9  1 

 7  7  1  0  0  9  2 

 7  7  1  0  1  0  3 

 7  7  1  0  1  2  6 

 7  7  1  0  1  8  7 

 7  7  1  0  1  9  0 

 7  7  1  0  1  9  7 

 7  7  1  0  2  4  2 

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

560
平成26年 1月30

日

香美市土佐山田町佐古藪字

イゲノ丸283番 1から

香美市土佐山田町林田字出

口ノ前1020番 1まで

申請の

あった

年月日

平成26

年 1月

16日

申請に係る特定非営利活動法人

名称

特定非

営利活

動法人

カラフ

ル・ピ

ース

代表者の

氏名

惣田　聡

子

主たる

事務所

の所在

地

高知市

みづき

一丁目

308番

地 2

サント

ノーレ

観 月

803

定款に記載された目的

この法人は、発達障害

児（者）福祉の向上の

ために、発達障害児

（者）およびその保護

者、関係者を対象に、

発達障害児（者）支

援、および啓発活動、

地域社会への支援を行

うことにより、もって

公益の増進に寄与する

ことを目的とする。

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和
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